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 外貨建マネー・マーケット・ファンド（GAIKADATE MONEY MARKET FUND)

【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】

 米ドル・ポートフォリオ受益証券（U.S. DOLLAR PORTFOLIO）20億米ド

ル（約3,089億円）を上限とする。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

　2025年11月４日付でトラストの保管受託銀行、会社事務・支払事務・管理事務代行会社および登録・

名義書換事務代行会社が変更され、また2025年12月１日を効力発生日としてトラストの管理会社が変更

されることに伴い、2025年11月11日にトラストの約款が変更され、また設立地における目論見書が変更

されることに基づき、2025年３月31日に提出した有価証券届出書（2025年７月31日付有価証券届出書の

訂正届出書により訂正済）について、訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、また、訂正

すべきその他の事項がありますのでこれを訂正するため、さらに、変更後の約款を提出するため、本訂

正届出書を提出するものです。
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２【訂正の内容】

 

（注）　　　の部分は訂正箇所を示します。

 

表紙
＜訂正前＞

（前略）

縦覧に供する場所 該当事項なし。

 

＜訂正後＞

（前略）

縦覧に供する場所 該当事項なし。

 （注）管理会社は、2025年12月１日を効力発生日として、ジャパン・ファンド・マ

ネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ（Japan Fund Management

(Luxembourg) S.A.）からカーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ

（ルクセンブルグ）エス・エイ（Carne Global Fund Managers

(Luxembourg) S.A.）に変更される。

 

第一部　証券情報
＜訂正前＞

（前略）

（２）外国投資信託受益証券の形態等　　　記名式無額面受益証券。トラストはサブ・ファンドである米

ドル・ポートフォリオのみで構成されている（以下、サブ・

ファンドを「ファンド」といい、ファンド受益証券を「ファ

ンド証券」または「受益証券」という。）。ジャパン・ファ

ンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ（Japan

Fund Management (Luxembourg) S.A.)（以下「管理会社」と

いう。）の依頼により、信用格付業者から提供されもしくは

閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され

もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。

ファンド証券は追加型である。

（中略）

（１０）払込取扱場所　　　　　　　　　　上記「（８）申込取扱場所」に同じ。

各申込日の発行価額の総額は、日本における販売会社によっ

て、払込期日に保管受託銀行であるルクセンブルグみずほ信

託銀行の口座にファンドの基準通貨で払い込まれる。

（中略）

（１２）その他

（中略）

③　申込みの方法

（中略）

　申込金額は、各日本における販売会社により各払込期日に保管受託銀行であるルクセンブルグみず

ほ信託銀行のファンド口座にファンドの基準通貨で払い込まれる。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）
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（２）外国投資信託受益証券の形態等　　　記名式無額面受益証券。トラストはサブ・ファンドである米

ドル・ポートフォリオのみで構成されている（以下、サブ・

ファンドを「ファンド」といい、ファンド受益証券を「ファ

ンド証券」または「受益証券」という。）。ジャパン・ファ

ンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ（Japan

Fund Management (Luxembourg) S.A.）の依頼により、信用格

付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、また

は信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の

信用格付はない。

ファンド証券は追加型である。

（注）ジャパン・ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エ

イは、2025年12月１日を効力発生日として、カーン・グローバ

ル・ファンド・マネージャーズ（ルクセンブルグ）エス・エイに

吸収合併され、同日以降、カーン・グローバル・ファンド・マ

ネージャーズ（ルクセンブルグ）エス・エイがトラストの管理会

社としての業務を行う。本書において「管理会社」とは、文脈に

より、トラストの管理会社としての業務を行うジャパン・ファン

ド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイまたはカーン・

グローバル・ファンド・マネージャーズ（ルクセンブルグ）エ

ス・エイのいずれかをいう。以下同じ。

（中略）

（１０）払込取扱場所　　　　　　　　　　上記「（８）申込取扱場所」に同じ。

各申込日の発行価額の総額は、日本における販売会社によっ

て、払込期日に保管受託銀行であるステート・ストリート・

バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店

の口座にファンドの基準通貨で払い込まれる。

（中略）

（１２）その他

（中略）

③　申込みの方法

（中略）

　申込金額は、各日本における販売会社により各払込期日に保管受託銀行であるステート・ストリー

ト・バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店のファンド口座にファンドの基準通

貨で払い込まれる。

（後略）
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第二部　ファンド情報
 

第１　ファンドの状況
 

１　ファンドの性格

（２）ファンドの沿革

＜訂正前＞

1994年１月28日　管理会社の設立

（中略）

2001年５月21日　管理会社名称変更

2004年３月16日　トラスト約款変更（2004年４月２日効力発生）

2011年７月21日　トラスト約款変更（2011年７月26日効力発生）

（中略）

2024年12月11日　トラスト約款変更（2024年12月18日効力発生）

 

＜訂正後＞

1994年１月28日　ジャパン・ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ（以下「旧管

理会社」という。）の設立

（中略）

2001年５月21日　旧管理会社名称変更

2004年３月16日　トラスト約款変更（2004年４月２日効力発生）

2009年９月17日　カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（ルクセンブルグ）エス・エイ

（以下「新管理会社」という。）の設立

2011年７月21日　トラスト約款変更（2011年７月26日効力発生）

（中略）

2024年12月11日　トラスト約款変更（2024年12月18日効力発生）

2025年11月11日　トラスト約款変更（2025年11月４日効力発生）
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（３）ファンドの仕組み

①　ファンドの仕組み

＜訂正前＞
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＜訂正後＞

 

（注）トラストの保管受託銀行、会社事務・支払事務・管理事務代行会社および登録・名義書換事務代行会社であったルクセ

ンブルグみずほ信託銀行は、ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨに吸収合併され、その後直

ちに、ルクセンブルグみずほ信託銀行の資産および負債はステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂ

Ｈ、ルクセンブルグ支店に割り当てられた。これにより、ルクセンブルグみずほ信託銀行は、2025年11月４日付でス

テート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨに法的に承継され、その結果、同日以降、ステート・スト

リート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店がトラストの保管受託銀行、会社事務・支払事

務・管理事務代行会社および登録・名義書換事務代行会社としての業務を行っている。
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②　管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要

＜訂正前＞

名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要

ジャパン・ファンド・マネジメン

ト（ルクセンブルグ）エス・エイ

（Japan Fund Management

(Luxembourg) S.A.)

管理会社 1997年９月11日付（1997年10月８日に効

力発生）（最終改正は2024年12月11日

（2024年12月18日に効力発生））で保管

受託銀行との間でファンド約款を締結。

ファンド資産の運用・管理、ファンド証

券の発行、買戻し、ファンドの終了等に

ついて規定している。

ルクセンブルグみずほ信託銀行

（Mizuho Trust & Banking

(Luxembourg) S.A.)

保管受託銀行

会社事務・支払事務・

管理事務代行会社

登録・名義書換事務

代行会社

2017年３月17日付で管理会社との間で修

正・再録保管契約（注１）を締結。ファン

ド資産の保管業務およびその他の関連業

務について規定している。

2017年３月17日付（2018年１月19日付で

改訂済）で管理会社との間で修正・再録

投資信託業務契約（注２）を締結。ファン

ドの会社事務・支払事務・管理事務代行

業務および登録・名義書換事務代行業務

について規定している。

アセットマネジメントOne

インターナショナル・リミテッド

（Asset Management One

International Ltd.）

投資運用会社 2017年３月17日付で管理会社との間で修

正・再録投資運用契約（注３）を締結。

ファンド資産の投資顧問・運用業務につ

いて規定している。

みずほ証券株式会社 代行協会員 1997年９月11日および1998年７月21日付

で管理会社との間で代行協会員契約（注

４）（改訂済）を締結。日本における代

行協会員業務について規定している。

有価証券届出書「第一部　証券情

報（８）申込取扱場所」を参照の

こと。

日本における販売会社 管理会社と日本における各販売会社との

間で修正・再録受益証券販売・買戻契約
（注５）を締結。日本におけるファンド証

券の販売・買戻しの取扱い業務について

規定している。

（注１）修正・再録保管契約とは、管理会社によって任命された保管受託銀行がファンド資産の保管業務およびその他の関連

業務を行うことを約する契約である。

（注２）修正・再録投資信託業務契約とは、管理会社によって任命された会社事務・支払事務・管理事務代行会社および登

録・名義書換事務代行会社が、ファンドの会社事務・支払事務・管理事務代行業務、登録・名義書換事務代行業務、

評価業務およびファンド証券の純資産価格の計算等の業務を行うことを約する契約である。

（注３）修正・再録投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社がファンド資産の投資顧問・運用業務を行

うことを約する契約である。

（注４）代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員がファンド証券に関する目論見書の配

布、ファンド証券１口当たりの純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する

運用報告書等の文書の配布等を行うことを約する契約である。

（注５）修正・再録受益証券販売・買戻契約とは、ファンド証券の日本における募集の目的で管理会社から交付を受けた受益

証券を販売会社が日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約する契約である。
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＜訂正後＞

名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要

ジャパン・ファンド・マネジメン

ト（ルクセンブルグ）エス・エイ

（Japan Fund Management

(Luxembourg) S.A.)

管理会社 2025年11月11日付（2025年11月４日に効

力発生）で新管理会社、旧管理会社およ

び保管受託銀行の間でトラスト約款を締

結。ファンド資産の運用・管理、ファン

ド証券の発行、買戻し、トラストの終了

等について規定している。

ステート・ストリート・バンク・

インターナショナルＧｍｂＨ、

ルクセンブルグ支店

（State Street Bank

International GmbH, Luxembourg

Branch）

保管受託銀行

会社事務・支払事務・

管理事務代行会社

登録・名義書換事務

代行会社

2025年３月12日付で旧管理会社およびル

クセンブルグみずほ信託銀行（以下「旧

保管受託銀行」という。）の間で修正・

再録保管契約（注１）を締結。ファンド資

産の保管業務およびその他の関連業務に

ついて規定している。

2023年12月29日付で旧管理会社および旧

保管受託銀行の間で管理事務代行契約
（注２）を締結。トラストの会社事務・支

払事務・管理事務代行業務および登録・

名義書換事務代行業務について規定して

いる。

アセットマネジメントOne

インターナショナル・リミテッド

（Asset Management One

International Ltd.）

投資運用会社 2017年３月17日付で旧管理会社との間で

修正・再録投資運用契約（注３）を締結。

ファンド資産の投資顧問・運用業務につ

いて規定している。

みずほ証券株式会社 代行協会員 1997年９月11日および1998年７月21日付

で旧管理会社との間で代行協会員契約
（注４）（改訂済）を締結。日本における

代行協会員業務について規定している。

有価証券届出書「第一部　証券情

報（８）申込取扱場所」を参照の

こと。

日本における販売会社 旧管理会社と日本における各販売会社の

間で修正・再録受益証券販売・買戻契約
（注５）を締結。日本におけるファンド証

券の販売・買戻しの取扱い業務について

規定している。

（注１）修正・再録保管契約とは、管理会社と保管受託銀行の間で締結された、ファンド資産の保管業務およびその他の関連

業務の提供に関する契約である。なお、旧管理会社と旧保管受託銀行の間で締結された修正・再録保管契約に基づく

旧管理会社の権利および義務は、新管理会社と旧管理会社の間で締結された合併契約（2025年12月１日効力発生。以

下「管理会社合併契約」という。）に基づき、新管理会社に承継される。また、修正・再録保管契約に基づく旧保管

受託銀行の権利および義務は、ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨによる旧保管受託銀行

の吸収合併、および旧保管受託銀行の資産および負債のステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂ

Ｈ、ルクセンブルグ支店（以下「保管受託銀行」という。）への割り当て（2025年11月４日効力発生）を受けて、保

管受託銀行に承継された。

（注２）管理事務代行契約とは、ＡＩＦＭと会社事務・支払事務・管理事務代行会社および登録・名義書換事務代行会社の間

で締結された、トラストの利益のための複数の業務（トラストの会社事務・支払事務・管理事務代行業務、登録・名

義書換事務代行業務、評価業務およびファンド証券の純資産価格の計算等の業務を含む。）の提供に関する契約であ

る。なお、旧管理会社と旧保管受託銀行の間で締結された管理事務代行契約に基づく旧管理会社の権利および義務

は、管理会社合併契約に基づき、新管理会社に承継される。また、管理事務代行契約に基づく旧保管受託銀行の権利

および義務は、ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨによる旧保管受託銀行の吸収合併、お
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よび旧保管受託銀行の資産および負債の保管受託銀行への割り当て（2025年11月４日効力発生）を受けて、保管受託

銀行に承継された。

（注３）修正・再録投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社がファンド資産の投資顧問・運用業務を行

うことを約する契約である。なお、旧管理会社と投資運用会社の間で締結された修正・再録投資運用契約に基づく旧

管理会社の権利および義務は、管理会社合併契約に基づき、新管理会社に承継される。

（注４）代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員がファンド証券に関する目論見書の配

布、ファンド証券１口当たりの純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要する

運用報告書等の文書の配布等を行うことを約する契約である。なお、旧管理会社と代行協会員の間で締結された代行

協会員契約（改定済）に基づく旧管理会社の権利および義務は、管理会社合併契約に基づき、新管理会社に承継され

る。

（注５）修正・再録受益証券販売・買戻契約とは、ファンド証券の日本における募集の目的で管理会社から交付を受けた受益

証券を販売会社が日本の法令・規則および目論見書に準拠して販売することを約する契約である。なお、旧管理会社

と日本における各販売会社の間で締結された修正・再録受益証券販売・買戻契約に基づく旧管理会社の権利および義

務は、管理会社合併契約に基づき、新管理会社に承継される。

 

③　管理会社の概要

（イ）設立準拠法

＜訂正前＞

　管理会社は、ルクセンブルグ1915年８月10日商事会社法（改正済）（以下「1915年法」とい

う。）に基づき、ルクセンブルグにおいて1994年１月28日に設立された。

　1915年法は、設立および運営等商事会社に関する基本的事項を規定している。2010年法第15章

に基づき、譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」という。）の管理

会社としての資格を有している。2013年法に基づき、ＡＩＦＭとしての適格性を有している。

　管理会社は、2014年７月１日付でトラストのＡＩＦＭとして認可されている。

 

＜訂正後＞

　管理会社は、ルクセンブルグ1915年８月10日商事会社法（改正済）（以下「1915年法」とい

う。）に基づき、ルクセンブルグにおいて1994年１月28日に設立された。

　1915年法は、設立および運営等商事会社に関する基本的事項を規定している。2010年法第15章

に基づき、譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」という。）の管理

会社としての資格を有している。2013年法に基づき、ＡＩＦＭとしての適格性を有している。

　管理会社は、2014年７月１日付でトラストのＡＩＦＭとして認可されている。

（注）上記は2025年12月１日付で以下のとおり変更される。

　管理会社は、ルクセンブルグ1915年８月10日商事会社法（改正済）（以下「1915年法」とい

う。）に基づき、ルクセンブルグにおいて2009年９月17日に設立された。

　1915年法は、設立および運営等商事会社に関する基本的事項を規定している。

　管理会社は、金融監督委員会（Commission de Surveillance du Secteur Financier）（以下

「ＣＳＳＦ」という。）により規制され、2010年法第15章に基づき、譲渡性のある証券を投資対

象とする投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」という。）の管理会社として認可され、また欧州議会お

よび理事会指令2011／61／ＥＵ（以下「ＡＩＦＭＤ」という。）の第Ⅱ章に基づき外部のオルタ

ナティブ投資ファンド運用会社として認可されている。

　ＡＩＦＭは、ポートフォリオ運用、リスク管理および評価業務ならびにトラストの販売通知に

ついて責任を負い、トラストのために投資判断を行う権限を有する。

　ＡＩＦＭは、とりわけ、適用除外、一般的な運用条件、保管受託銀行、レバレッジ、透明性お

よび監督に関し、2013年法第11条ならびに欧州議会および理事会指令2011／61／ＥＵを補完する

2012年12月19日付委員会委任規則（ＥＵ）No 231／2013（その後の改正を含む。）（以下「ＡＩ

ＦＭレギュレーション」という。）第Ⅲ章に基づく運用条件、2013年法第13条およびＡＩＦＭレ

ギュレーション第30条以下に基づく利益相反、ならびに2013年法第17条およびＡＩＦＭレギュ

レーション第67条以下に基づくトラストの投資対象の評価を遵守するため、方針および手続を採
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択した。ＡＩＦＭが業務を第三者に委託することを決定した場合、かかる委託は、2013年法第18

条およびＡＩＦＭレギュレーション第75条以下の要件を遵守するものとする。

 

（ハ）資本金の額

＜訂正前＞

　管理会社の資本金は2,500,000ユーロ（約４億893万円）で、2025年５月末日現在全額払込済で

ある。なお、１株25ユーロ（約4,089円）の記名式株式10万株を発行済である。

（注）ユーロの円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2025年５月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧

客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝163.57円）による。以下同じ。

 

＜訂正後＞

　管理会社の資本金は2,500,000ユーロ（約４億893万円）で、2025年５月末日現在全額払込済で

ある。なお、１株25ユーロ（約4,089円）の記名式株式10万株を発行済である。

（注）ユーロの円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2025年５月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧

客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝163.57円）による。以下同じ。

（注）上記は2025年12月１日付で以下のとおり変更される。

　管理会社の資本金は625,000ユーロ（約１億904万円）で、2025年９月末日現在全額払込済であ

る。なお、１株100ユーロ（約17,447円）の記名式株式6,250株を発行済である。

（注）ユーロの円貨換算は、特に記載がない限り、便宜上、2025年９月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧

客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝174.47円）による。以下同じ。

 

（ニ）会社の沿革

＜訂正前＞

　1994年１月28日設立。

　2001年５月21日名称をＩＢＪファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイからジャ

パン・ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイに変更。

 

＜訂正後＞

　1994年１月28日設立。

　2001年５月21日名称をＩＢＪファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイからジャ

パン・ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイに変更。

（注）上記は2025年12月１日付で以下のとおり変更される。

　2009年９月17日設立。
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（ホ）大株主の状況

＜訂正前＞

  （2025年７月１日現在）

名称 住所 所有株式数 比率

カーン・グローバル・
ファイナンシャル・サービシズ・
リミテッド
（Carne Global Financial
Services Limited）

アイルランド、Ｄ02　Ｆ985、
ダブリン、セント・ケビンズ、
シャールモント・プレイス55、３階

100,000株 100％

 

＜訂正後＞

  （2025年７月１日現在）

名称 住所 所有株式数 比率

カーン・グローバル・
ファイナンシャル・サービシズ・
リミテッド
（Carne Global Financial
Services Limited）

アイルランド、Ｄ02　Ｆ985、
ダブリン、セント・ケビンズ、
シャールモント・プレイス55、３階

100,000株 100％

（注）上記は2025年12月１日付で以下のとおり変更される。

  （2025年11月14日現在）

名称 住所 所有株式数 比率

カーン・グローバル・
ファンド・マネージャーズ
（アイルランド）リミテッド
（Carne Global Fund Managers
(Ireland) Limited）

アイルランド、Ｄ02　Ｆ985、
ダブリン、セント・ケビンズ、
シャールモント・プレイス55、３階

6,250株 100％

 

（４）ファンドに係る法制度の概要

①　準拠法の名称

＜訂正前＞

（前略）

　また、トラストは、2010年法、勅令ならびに金融監督委員会（Commission de Surveillance du

Secteur Financier）（以下「ＣＳＳＦ」という。）の規則および通達に従っており、2013年法第１

条第39項の意味の範囲内でのＡＩＦとして適格である。

 

＜訂正後＞

（前略）

　また、トラストは、2010年法、勅令ならびにＣＳＳＦの規則および通達に従っており、2013年法第

１条第39項の意味の範囲内でのＡＩＦとして適格である。

 

（５）開示制度の概要

①　ルクセンブルグにおける開示

(イ）ＣＳＳＦに対する開示

＜訂正前＞

（前略）

　さらに、後記「（６）監督官庁の概要　④　財務状況およびその他の情報に関する監査」に記

載したように、年次財務報告書に含まれている年次財務書類は、公認監査人により監査され、Ｃ

ＳＳＦに提出されなければならない。トラストの公認監査人は、プライスウォーターハウスクー
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パース・ソシエテ・コーペラティブ（PricewaterhouseCoopers, Société cooperative）のルクセ

ンブルグ事務所である。さらに、トラストは、ＣＳＳＦ通達15／627に基づき、ＣＳＳＦに対し

て、月次報告書を提出することを要求されている。

 

＜訂正後＞

（前略）

　さらに、後記「（６）監督官庁の概要　④　財務状況およびその他の情報に関する監査」に記

載したように、年次財務報告書に含まれている年次財務書類は、公認監査人により監査され、Ｃ

ＳＳＦに提出されなければならない。トラストの公認監査人は、プライスウォーターハウスクー

パース・アシュアランス・ソシエテ・コーペラティブ（PricewaterhouseCoopers Assurance,

Société Cooperative）のルクセンブルグ事務所である。さらに、トラストは、ＣＳＳＦ通達15／

627に基づき、ＣＳＳＦに対して、月次報告書を提出することを要求されている。

 

(ロ）受益者に対する開示（2012年12月19日付委員会委任規則（ＥＵ）No. 231／2013（レベルⅡ規

則）108条および109条）

＜訂正前＞

（前略）

　各純資産価格日付におけるファンドごとの固定的な１口当たり純資産価格（以下「固定純資産

価格」という。）、変動純資産価格、発行価格、買戻価格、転換価格および日々の分配金額は、

管理会社および保管受託銀行の登記上の事務所において入手可能である。

　以下の情報は、毎週公開され、ウェブサイト（https://www.jfml.lu/mmfr.html）において入手

可能であり、また請求により、管理会社の登記上の事務所においても受益者が入手可能である。

（中略）

　最新の１口当たりの変動純資産価格、および１口当たりの変動純資産価格と固定純資産価格と

の差異は毎日公開されており、ウェブサイト（https://www.jfml.lu/mmfr.html）において入手可

能である。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

　各純資産価格日付におけるファンドごとの固定的な１口当たり純資産価格（以下「固定純資産

価格」という。）、変動純資産価格（後記「第２　管理及び運営　４　資産管理等の概要（１）

資産の評価　①　純資産価格の計算」において定義される。以下同じ。）、発行価格、買戻価

格、転換価格および日々の分配金額は、管理会社および保管受託銀行の登記上の事務所において

入手可能である。

　以下の情報は、毎週公開され、ウェブサイト（https://www.jfml.lu/mmfr.html（2025年12月１

日付でhttps://gaikadate.fundsdata.carnegroup.com/に変更される。））において入手可能であ

り、また請求により、管理会社の登記上の事務所においても受益者が入手可能である。

（中略）

　最新の１口当たりの変動純資産価格、および１口当たりの変動純資産価格と固定純資産価格と

の差異は毎日公開されており、ウェブサイト（https://www.jfml.lu/mmfr.html（2025年12月１日

付でhttps://gaikadate.fundsdata.carnegroup.com/に変更される。））において入手可能であ

る。

（後略）

 

（６）監督官庁の概要

＜訂正前＞

（前略）
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③　目論見書等に対する査証の交付

　受益証券の販売に際し使用される英文目論見書は、事前にＣＳＳＦに提出されなければならな

い。ＣＳＳＦは、書類が適用ある法律、規則およびＣＳＳＦ通達に適合すると認めた場合には、申

請者に対し異議のないことを通知し、当該目論見書に査証を付してそれを証明する。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

③　目論見書等の提出および電子識別

　受益証券の販売に際し使用される英文目論見書は、事前にＣＳＳＦに提出されなければならな

い。ＣＳＳＦは、当該目論見書に電子識別番号を付与することで識別する。

（後略）

 

２　投資方針

（５）投資制限

＜訂正前＞

（前略）

一般投資規則

（中略）

Ⅶ．さらに、ファンドのために行為する管理会社は以下を行わない。

（中略）

ｆ）自己または受益者以外の第三者の利益を目的とした取引等、受益者の保護に反するかまたはト

ラストのポートフォリオの適切な運用を妨げる取引の実施

（中略）

流動性管理の手続、流動性リスクおよびポートフォリオ・リスクの制限に関する規則

流動性管理の手続の説明

（中略）

資産流動性リスク

流動性測定法

　管理会社は、ポートフォリオ内の投資対象の流動性の度合いを評価し、売買スプレッド、

ディーラー／マーケットメーカーの数、モデル価格と市場価格の差異、満期利回りと国債利回り

の差異、取引の費用等の指標に基づき、現金化までの日数を推定する。

　売買スプレッドは、市場の売値と買値から、または入手不能な場合は、ＩＣＥデータ・サービ

シズが提供する売買の評価価格から算出される。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

一般投資規則

（中略）

Ⅶ．さらに、ファンドのために行為する管理会社は以下を行わない。

（中略）

ｆ）自己または受益者以外の第三者の利益を目的とした取引等、受益者の保護に反するかまたはト

ラストのファンドの適切な運用を妨げる取引の実施

（中略）

流動性管理の手続、流動性リスクおよびポートフォリオ・リスクの制限に関する規則

流動性管理の手続の説明

（中略）
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資産流動性リスク

流動性測定法

　管理会社は、ファンドの投資対象の流動性の度合いを評価し、売買スプレッド、ディーラー／

マーケットメーカーの数、モデル価格と市場価格の差異、満期利回りと国債利回りの差異、取引

の費用等の指標に基づき、現金化までの日数を推定する。

　売買スプレッドは、市場の売値と買値から、または入手不能な場合は、ロンドン証券取引所グ

ループ・ピーエルシーが提供する売買の評価価格から算出される。

（後略）

 

４　手数料等及び税金

（３）管理報酬等

＜訂正前＞

（前略）

①　管理報酬、ＡＩＦＭ報酬および投資運用報酬

　管理会社は、ファンドの資産から、当該四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率

0.06％を上限とする、管理会社としての活動に対する報酬（以下「管理報酬」という。）およびＡ

ＩＦＭとしての活動に対する報酬（以下「ＡＩＦＭ報酬」という。）（四半期毎に最低5,500米ドル

（米ドル・ポートフォリオ））を四半期毎に受領する権利を有する。

（中略）

③　登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社および会社事務代行会社の

報酬

（中略）

　管理事務代行報酬は、修正・再録投資信託業務契約に基づくファンドの登録・名義書換事務代行

業務、管理事務・支払事務・会社事務代行業務、評価業務およびファンド証券の純資産価格の計算

等の業務への対価として、登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社お

よび会社事務代行会社に支払われる。

（中略）

　トラストにより管理会社、投資運用会社、保管受託銀行および代行協会員（以下「関係法人」と

いう。）に支払われる報酬ならびにトラストにより他の取引相手方および／または業務提供者に対

し支払われる報酬および費用（印刷費用、弁護士報酬、監査報酬および届出費用ならびに租税およ

び費用償却等を含むがこれらに限定されない。）は、前記「２　投資方針（１）投資方針」に詳述

されるとおり、１口当たりの純資産価格を可能な限り一定に維持するため、関係法人間での書面に

よる合意により、随時減額されることがある。かかる関係法人の書面による合意は、関係法人が

ファンドのために保証を付すものではなく、また１口当たりの純資産価格がすべての状況において

一定に維持されることを保証するものではない。

 

＜訂正後＞

（前略）

①　管理報酬、ＡＩＦＭ報酬および投資運用報酬

　管理会社は、ファンドの資産から、当該四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率

0.06％を上限とする、管理会社としての活動に対する報酬（以下「管理報酬」という。）およびＡ

ＩＦＭとしての活動に対する報酬（以下「ＡＩＦＭ報酬」という。）（四半期毎に最低5,500米ドル

（米ドル・ポートフォリオ））を四半期毎に受領する権利を有する。

（注）上記は2025年12月１日付で以下のとおり変更される。

　管理会社は、ファンドの資産から、当該四半期中のファンドの日々の純資産総額の平均額の年率

0.06％を上限とする、管理会社としての活動に対する報酬（以下「管理報酬」という。）ならびに

ＡＩＦＭとしての活動およびＡＩＦＭにより提供されることのある付随的な業務に対する報酬（以
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下「ＡＩＦＭ報酬」という。）（四半期毎に最低5,500米ドル（米ドル・ポートフォリオ））を四半

期毎に受領する権利を有する。

（中略）

③　登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社および会社事務代行会社の

報酬

（中略）

　管理事務代行報酬は、管理事務代行契約に基づくファンドの登録・名義書換事務代行業務、管理

事務・支払事務・会社事務代行業務、評価業務およびファンド証券の純資産価格の計算等の業務へ

の対価として、登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社および会社事

務代行会社に支払われる。

（中略）

　トラストにより管理会社、投資運用会社、保管受託銀行および代行協会員（以下「関係法人」と

いう。）に支払われる報酬ならびにトラストにより他の取引相手方および／または業務提供者に対

し支払われる報酬および費用（印刷費用、弁護士報酬、監査報酬および届出費用ならびに租税およ

び費用償却等を含むがこれらに限定されない。）は、前記「２　投資方針（１）投資方針」に詳述

されるとおり、１口当たりの固定純資産価格を可能な限り一定に維持するため、関係法人間での書

面による合意により、随時減額されることがある。かかる関係法人の書面による合意は、関係法人

がファンドのために保証を付すものではなく、また１口当たりの固定純資産価格がすべての状況に

おいて一定に維持されることを保証するものではない。

 

（５）課税上の取扱い

②　ルクセンブルグ

＜訂正前＞

（前略）

　ルクセンブルグみずほ信託銀行は、税務顧問ではない。潜在的受益者および現受益者は、自らの

税務顧問またはその他財務コンサルタントに、トラストおよび受益証券への投資から生じる税務上

の問題の更に詳細な分析について相談すべきである。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

　ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店は、税務顧

問ではない。潜在的受益者および現受益者は、自らの税務顧問またはその他財務コンサルタント

に、トラストおよび受益証券への投資から生じる税務上の問題の更に詳細な分析について相談すべ

きである。

（後略）

 

第２　管理及び運営
 

１　申込（販売）手続等

(1) 海外における販売手続等

＜訂正前＞

（前略）

　日本国外に居住する適格投資家による受益証券の買付申込書は、各取引日に、ルクセンブルグみず

ほ信託銀行の事務所で受付けられる。

（中略）

データ保護
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（中略）

管理会社のデータプライバシー通知は、ウェブサイト（https://www.jfml.lu/policies.html）にお

いて入手可能である。

（中略）

　データプライバシー通知および管理会社によるデータ処理に関する一般的な質問、問合せまたは要

請については、コンダクティング・オフィサー気付でJFMLConductingOfficers@jfml.luまたはルクセ

ンブルグ大公国、ミュンスバッハ　Ｌ－5365、ガブリエル・リップマン通り　１Ｂ宛てに連絡する

か、または電話（+352.27.69.20-1）にて行うことができる。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

　日本国外に居住する適格投資家による受益証券の買付申込書は、各取引日に、ステート・ストリー

ト・バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店の事務所で受け付けられる。

（中略）

データ保護

（中略）

管理会社のデータプライバシー通知は、ウェブサイト（https://www.jfml.lu/policies.html（2025

年12月１日付でhttps://www.carnegroup.com/investor-privacy-notice/に変更される。））において

入手可能である。データプライバシー通知が、管理会社の独自の裁量により変更されうることにつ

き、投資者は留意すべきである。

（中略）

　データプライバシー通知および管理会社によるデータ処理に関する一般的な質問、問合せまたは要

請については、コンダクティング・オフィサー気付でJFMLConductingOfficers＠jfml.lu（2025年12月

１日付でFunddpo@carnegroup.comに変更される。）またはルクセンブルグ大公国、ミュンスバッハ　

Ｌ－5365、ガブリエル・リップマン通り　１Ｂ（2025年12月１日付でルクセンブルグ　Ｌ－2350、

ジャン・ピレー通り　３に変更される。）宛てに連絡するか、または電話（+352.27.69.20-1（2025年

12月１日付で+352 26 73 23 1に変更される。））にて行うことができる。

（後略）

 

４　資産管理等の概要

（１）資産の評価

①　純資産価格の計算

＜訂正前＞

（前略）

　各ファンドは、固定純資産価格を以下のとおり算定される総資産と総負債の差額を発行済受益証

券口数で除して算出する。

（中略）

　各ファンドの受益証券の１口当たり変動純資産価格は、毎営業日に最低１回、以下のとおり算定

される総資産と総負債の差額を発行済受益証券口数で除して基準通貨で決定される。

（中略）

　ルクセンブルグみずほ信託銀行は、管理会社により、ファンドについて宣言される日々の受益証

券の１口当たりの純資産価格と受益証券の１口当たりの分配金額の決定のため任命されている。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）
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　各ファンドは、以下のとおり算定される総資産と総負債の差額を発行済受益証券口数で除して固

定純資産価格を算出する。

（中略）

　各ファンドの受益証券の１口当たり変動純資産価格は、毎営業日に最低１回、以下のとおり算定

される総資産と総負債の差額を発行済受益証券口数で除して基準通貨で決定される（以下「変動純

資産価格」という。）。

（中略）

　ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店は、管理会

社により、ファンドについて宣言される日々の受益証券の１口当たりの純資産価格と受益証券の１

口当たりの分配金額の決定のため任命されている。

（後略）

 

（５）その他

④　約款の変更

＜訂正前＞

　管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、約款の全部または一部をいつでも変更することができ

る。約款の変更は、受益者名簿に記載される受益者宛に通知されなければならない。法律により必

要とみなされるか、または法律により要求される場合、新聞またはＲＥＳＡで公表される。さら

に、約款の変更は、規制当局の認可、必要な登録および預託がそれぞれなされていることを条件と

し、保管受託銀行および管理会社の署名により効力を生じる。約款の重要事項の変更は、公告さ

れ、日本の受益者に通知される。

 

＜訂正後＞

　管理会社は、保管受託銀行の承認を得て、約款の全部または一部をいつでも変更することができ

る。約款の変更は、受益者名簿に記載される受益者宛に通知されなければならない。約款の変更

は、規制当局の認可、必要な登録および預託がそれぞれなされていることを条件とし、保管受託銀

行および管理会社の署名により効力を生じる。約款の重要事項の変更は、日本の受益者に通知され

る。

 

⑤　関係法人との契約の更改等に関する手続

＜訂正前＞

（前略）

修正・再録投資信託業務契約

　各当事者は、相手方当事者に、解約日（解約に関する通知を発した日の後90日未満の日には設定

されないものとする。）を明記した書面による通知を行うことにより、本契約を解約することがで

きる。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

管理事務代行契約

　本契約は、管理会社または管理事務代行会社のいずれかが３か月以上前の通知（両当事者が書面

にて同意する場合はこれより短い期間とすることができる。）を行うことにより、または本契約の

特定の違反があった場合にはより早い時点で本契約を解約することができる。

（後略）

 

５　受益者の権利等

（１）受益者の権利等
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＜訂正前＞

　受益者は、トラストに対し自らの受益権を直接行使するため、受益者名簿に登録されていなけれ

ばならない。したがって、日本における販売会社または販売取扱会社にファンド証券の保管を委託

している日本の受益者は、受益者名簿に登録されていないため、トラストに対し直接受益権を行使

することはできない。これらの日本の受益者は日本における販売会社または販売取扱会社との間の

口座約款に基づき日本における販売会社または販売取扱会社をして受益権を自己に代わって行使さ

せることができる。

（後略）

 

＜訂正後＞

　受益者は、トラストに対し自らの受益権を直接行使するため、受益者名簿に登録されていなけれ

ばならない。したがって、日本における販売会社または販売取扱会社にファンド証券の保管を委託

している日本の投資者は、受益者名簿に登録されていないため、トラストに対し直接受益権を行使

することはできない。また、ＣＳＳＦ通達24／856の定める過誤／違反が発生した場合に補償を受け

る投資者の権利が影響を受けることがある。これらの日本の投資者は日本における販売会社または

販売取扱会社との間の口座約款に基づき日本における販売会社または販売取扱会社をして受益権を

自己に代わって行使させることができる。

（後略）

 

第４　外国投資信託受益証券事務の概要
 

１　ファンド証券の名義書換

＜訂正前＞

（前略）

　　取扱機関　　ルクセンブルグみずほ信託銀行

　　取扱場所　　ルクセンブルグ大公国、ミュンスバッハ　Ｌ－5365、

ガブリエル・リップマン通り　１Ｂ

　　ルクセンブルグ商号登記登録番号　　Ｂ30235

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

　　取扱機関　　ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店

　　取扱場所　　ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ　Ｌ－1855、Ｊ．Ｆ．ケネディ通り49番

（後略）

 

第三部　特別情報
 

第１　管理会社の概況
 

１　管理会社の概況

(1）資本金の額

＜訂正前＞

　管理会社の資本金は2,500,000ユーロ（約４億893万円）で、2025年５月末日現在全額払込済であ

る。なお、１株25ユーロ（約4,089円）の記名式株式10万株を発行済である。

　最近５年間における資本金の額の増減は、以下のとおりである。

2020年１月31日 2,500,000ユーロ
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2021年１月31日 2,500,000ユーロ

2022年１月31日 2,500,000ユーロ

2023年１月31日 2,500,000ユーロ

2024年１月31日 2,500,000ユーロ

2025年１月31日 2,500,000ユーロ
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＜訂正後＞

　管理会社の資本金は2,500,000ユーロ（約４億893万円）で、2025年５月末日現在全額払込済であ

る。なお、１株25ユーロ（約4,089円）の記名式株式10万株を発行済である。

　最近５年間における資本金の額の増減は、以下のとおりである。

2020年１月31日 2,500,000ユーロ

2021年１月31日 2,500,000ユーロ

2022年１月31日 2,500,000ユーロ

2023年１月31日 2,500,000ユーロ

2024年１月31日 2,500,000ユーロ

2025年１月31日 2,500,000ユーロ

（注）上記は2025年12月１日付で以下のとおり変更される。

　管理会社の資本金は625,000ユーロ（約１億904万円）で、2025年９月末日現在全額払込済である。

なお、１株100ユーロ（約17,447円）の記名式株式6,250株を発行済である。

　最近５年間における資本金の額の増減は、以下のとおりである。

2020年９月30日 625,000ユーロ

2021年９月30日 625,000ユーロ

2022年９月30日 625,000ユーロ

2023年９月30日 625,000ユーロ

2024年９月30日 625,000ユーロ

2025年９月30日 625,000ユーロ

 

(2）会社の機構

＜訂正前＞

（前略）

　当該取締役会における主な論点が記載された議題を含む取締役会の通知は、書面により、緊急の場

合を除き、少なくとも会議開催時刻の24時間以上前にすべての取締役に宛ててなされる。緊急の場合

には、当該緊急事由について招集通知に記載する。書面による、またはファックス、電子メールもし

くは取締役会が承認したその他の通信手段による各取締役の同意により、各取締役は通知を放棄する

ことができる。取締役会の決議によりあらかじめ採択された予定表に明記された時間および場所で開

催される取締役会については、各々につき個別の通知をする必要はない。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

　当該取締役会における主な論点が記載された議題を含む取締役会の通知は、書面により、緊急の場

合を除き、少なくとも会議開催時刻の24時間（2025年12月１日付で15日に変更される。）以上前にす

べての取締役に宛ててなされる。緊急の場合には、当該緊急事由について招集通知に記載する。書面

による、またはファックス、電子メールもしくは取締役会が承認したその他の通信手段による各取締

役の同意により、各取締役は通知を放棄することができる。取締役会の決議によりあらかじめ採択さ

れた予定表に明記された時間および場所で開催される取締役会については、各々につき個別の通知を

する必要はない。

（後略）

 

(3）役員および従業員の状況

　「(3）役員および従業員の状況」は、全体として削除される。

 

２　事業の内容及び営業の概況
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＜訂正前＞

（前略）

　ＡＩＦＭは、ファンドに関して投資助言・運用をアセットマネジメントOneインターナショナル・リミ

テッドに委託しており、また保管受託銀行の義務を確保することならびに会社事務・支払事務・管理事

務代行業務、登録・名義書換事務代行業務および評価業務をルクセンブルグみずほ信託銀行に委託して

いる。

　管理会社は、2025年５月末日現在、ルクセンブルグ籍アンブレラ型契約型オープン・エンド型投資信

託５本およびアイルランド籍アンブレラ型契約型オープン・エンド型投資信託２本の管理・運用をして

おり、その純資産総額は952,212,307米ドル、3,038,430,167ユーロ、60,367,543英ポンドおよび

71,706,829,909円の合計である。

 

＜訂正後＞

（前略）

　ＡＩＦＭは、ファンドに関して投資助言・運用をアセットマネジメントOneインターナショナル・リミ

テッドに委託しており、また保管受託銀行の義務を確保することならびに会社事務・支払事務・管理事

務代行業務、登録・名義書換事務代行業務および評価業務をステート・ストリート・バンク・インター

ナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店に委託している。

　管理会社は、2025年５月末日現在、ルクセンブルグ籍アンブレラ型契約型オープン・エンド型投資信

託５本およびアイルランド籍アンブレラ型契約型オープン・エンド型投資信託２本の管理・運用をして

おり、その純資産総額は952,212,307米ドル、3,038,430,167ユーロ、60,367,543英ポンドおよび

71,706,829,909円の合計である。

（注）上記は2025年12月１日付で以下のとおり変更される。

　管理会社は、2025年９月末日現在、以下の合計594本のファンドの管理・運用を行っており、その純資

産価額の合計は約1,996億ユーロである。

 

国・地域（設立地） 種類（基本的性格） 本数 純資産の合計（ユーロ）

ルクセンブルグ 契約型投資信託（ＦＣＰ） 5 1,347,403,178

ルクセンブルグ
変動資本を有する投資法人
（ＳＩＣＡＶ）

50 71,906,743,892

ルクセンブルグ その他の投資信託 519 120,972,654,898

他のＥＵ加盟国 投資信託（非ＵＣＩＴＳ） 20 5,328,211,024

合計 594 199,555,012,992

 

 

　　次へ
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３　管理会社の経理状況

 

　管理会社の経理状況は、2025年12月１日付で以下の内容に変更される。

 

ａ．管理会社の最近事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認め

られた会計原則に準拠して作成された原文（英文）の監査済財務書類を翻訳したものである（ただ

し、円換算部分を除く。）。これは、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成５年

大蔵省令第22号。その後の改正を含む。）に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す

る規則」（昭和38年大蔵省令第59号。その後の改正を含む。）第328条第５項ただし書の規定の適用に

よるものである。

 

ｂ．管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号。その後の改

正を含む。）第１条の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）であるアーンスト・アンド・ヤ

ング・ソシエテ・アノニムから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に

相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの（訳文を含む。）が当該財務書類に添付

されている。

 

ｃ．管理会社の原文の財務書類はユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい

て円貨換算が併記されている。円貨への換算には、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の2025年９月30日現在に

おける対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝174.47円）が使用されている。なお、千円未満の金額

は四捨五入されている。

 

 

 

　　次へ
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（１）貸借対照表

カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（ルクセンブルグ）エス・エイ

貸借対照表

2024年12月31日現在

（単位：ユーロ）

 

資産      

   2024年  2023年

 注記  ユーロ  千円  ユーロ  千円

Ａ.未払発行済資本金          

Ⅰ.未請求の発行済資本金          

Ⅱ.請求済未払発行済資本金          

Ｂ.設立費用          

Ｃ.固定資産   4,008,996.32  699,450  2,376,559.77  414,638

Ⅰ.無形固定資産 ３  2,554,476.65  445,680  604,602.33  105,485

１.開発費用          

２.免許、特許、ライセン

ス、商標ならびに類似の

権利および資産のうち、

         

ａ）対価を支払って取得

し、かつ、C.I.3に表

示する必要のないもの

         

ｂ）自社で創出したもの          

３.のれん（対価を支払って

取得したもの）
  2,554,476.65  445,680     

４.前渡金および開発中の

無形固定資産
      604,602.33  105,485

Ⅱ.有形固定資産 ４  1,192,623.22  208,077  1,514,020.89  264,151

１.土地および建物          

２.設備および機械          

３.その他の備品、工具

および機器
  1,192,623.22  208,077  1,514,020.89  264,151

４.前渡金および建設中の

有形固定資産
         

Ⅲ.金融資産 ５  261,896.45  45,693  257,936.55  45,002

１.関連投資事業株式          

２.関連投資事業への貸付金          

３.参加持分          

４.参加持分を通じた関係性

を有する事業への貸付金
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５.固定資産として保有する

投資資産
  959.90  167     

６.その他の貸付金   260,936.55  45,526  257,936.55  45,002

Ｄ.流動資産   103,833,241.97  18,115,786  44,273,523.42  7,724,402

Ⅰ.棚卸資産          

１.原材料および消耗品          

２.仕掛品          

３.完成品および再販売用

商品
         

４.前渡金          

Ⅱ.債権 ６  35,424,098.15  6,180,442  18,949,449.73  3,306,110

１.売掛金   34,403,512.18  6,002,381  18,756,660.30  3,272,475

ａ）一年以内期限到来   34,403,512.18  6,002,381  18,756,660.30  3,272,475

ｂ）一年超期限到来          

２.関連投資事業に対する

債権
  1,020,285.97  178,009  192,789.43  33,636

ａ）一年以内期限到来   1,020,285.97  178,009  192,789.43  33,636

ｂ）一年超期限到来          

３.参加持分を通じた関係性

を有する事業に対する

債権

         

ａ）一年以内期限到来          

ｂ）一年超期限到来          

４.その他の債権   300.00  52     

ａ）一年以内期限到来   300.00  52     

ｂ）一年超期限到来          

Ⅲ.投資資産 ７  54,867,743.38  9,572,775  10,014,630.12  1,747,253

１.関連投資事業株式          

２.自己株式          

３.その他の投資資産   54,867,743.38  9,572,775  10,014,630.12  1,747,253

Ⅳ.現金預金および手許現金   13,541,400.44  2,362,568  15,309,443.57  2,671,039

Ｅ.前払金   222,841.85  38,879  115,864.76  20,215

 

合計（資産） 108,065,080.14  18,854,115  46,765,947.95  8,159,255

 

資本、準備金および負債      

   2024年  2023年

 注記  ユーロ  千円  ユーロ  千円
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Ａ.資本金および準備金 ８  45,610,002.30  7,957,577  38,119,557.69  6,650,719

Ⅰ.発行済資本金   625,000.00  109,044  625,000.00  109,044

Ⅱ.資本剰余金勘定   15,185,000.00  2,649,327  15,185,000.00  2,649,327

Ⅲ.再評価準備金          

Ⅳ.準備金   3,186,575.00  555,962  2,233,600.00  389,696

１.法定準備金   62,500.00  10,904  62,500.00  10,904

２.自己株式準備金          

３.定款所定の準備金          

４.その他の準備金（公正価

値準備金を含む。）
  3,124,075.00  545,057  2,171,100.00  378,792

ａ）その他の利用可能

準備金
         

ｂ）その他の利用不能

準備金
  3,124,075.00  545,057  2,171,100.00  378,792

Ⅴ.前期繰越損益   7,122,982.69  1,242,747  12,319,905.25  2,149,454

Ⅵ.当期損益   19,490,444.61  3,400,498  7,756,052.44  1,353,198

Ⅶ.中間配当          

Ⅷ.資本投資補助金          

Ｂ.引当金   97,896.83  17,080  20,438.12  3,566

１.年金および類似の債務に

関する引当金
         

２.税金引当金          

３.その他の引当金 ９  97,896.83  17,080  20,438.12  3,566

Ｃ.債務   60,850,358.90  10,616,562  7,700,533.66  1,343,512

１.社債          

ａ）転換社債          

ⅰ)一年以内期限到来          

ⅱ)一年超期限到来          

ｂ）非転換社債          

ⅰ)一年以内期限到来          

ⅱ)一年超期限到来          
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２.金融機関に対する債務          

ａ）一年以内期限到来          

ｂ）一年超期限到来          

３.受注に対する前受金（棚

卸資産の控除として別途

表示されていないもの）

         

ａ）一年以内期限到来          

ｂ）一年超期限到来          

４.買掛金 10  45,315,228.16  7,906,148  798,018.43  139,230

ａ）一年以内期限到来   45,315,228.16  7,906,148  798,018.43  139,230

ｂ）一年超期限到来          

５.支払手形          

ａ）一年以内期限到来          

ｂ）一年超期限到来          

６.関連投資事業に対する

債務
10  5,976,264.36  1,042,679  2,239,173.75  390,669

ａ）一年以内期限到来   5,976,264.36  1,042,679  2,239,173.75  390,669

ｂ）一年超期限到来          

７.参加持分を通じた関係性

を有する事業に対する

債務

         

ａ）一年以内期限到来          

ｂ）一年超期限到来          

８.その他の債務 10  9,558,866.38  1,667,735  4,663,341.48  813,613

ａ）税務当局   7,132,303.24  1,244,373  2,528,399.90  441,130

ｂ）社会保険当局   942,190.94  164,384  621,076.58  108,359

ｃ）その他の債務   1,484,372.20  258,978  1,513,865.00  264,124

ⅰ)一年以内期限到来   1,484,372.20  258,978  1,513,865.00  264,124

ⅱ)一年超期限到来          

Ｄ.繰延収益   1,506,822.11  262,895  925,418.48  161,458

 

合計（資本金、準備金および負債） 108,065,080.14  18,854,115  46,765,947.95  8,159,255
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（２）損益計算書

カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（ルクセンブルグ）エス・エイ

要約損益計算書

2024年12月31日終了年度

（単位：ユーロ）

 

   2024年  2023年

 注記  ユーロ  千円  ユーロ  千円

１.～５.損益合計   46,604,157.28  8,131,027  28,827,685.69  5,029,566

６.人件費 11  (19,947,099.63) (3,480,170) (17,085,807.53) (2,980,961)

ａ）賃金および給料   (17,493,848.91) (3,052,152) (15,109,772.70) (2,636,202)

ｂ）社会保障費   (1,713,851.40) (299,016) (1,627,657.97) (283,977)

ⅰ）年金関連   (622,588.65) (108,623) (582,776.02) (101,677)

ⅱ）その他の社会保障費   (1,091,262.75) (190,393) (1,044,881.95) (182,301)

ｃ）その他の人件費   (739,399.32) (129,003) (348,376.86) (60,781)

７.評価額の調整   (1,054,367.55) (183,956) (257,749.06) (44,969)

ａ）設立費用および有形・無

形固定資産に関するもの
３、４  (1,054,367.55) (183,956) (257,749.06) (44,969)

ｂ）流動資産に関するもの          

８.その他の営業費用   (1,796,106.38) (313,367) (1,621,625.08) (282,925)

９.参加持分からの収益          

ａ）関連投資事業による収益          

ｂ）その他の参加持分からの

収益
         

10.固定資産に含まれるその他の

投資資産および貸付金からの

収益

         

ａ）関連投資事業による収益          

ｂ）ａ）に含まれないその他

の収益
         

11.その他の未収利息および類似

の収益
  2,258,422.43  394,027  630,046.71  109,924

ａ）関連投資事業による収益          

ｂ）その他の利息および類似

の収益
  2,258,422.43  394,027  630,046.71  109,924

12.持分法適用会社の損益持分          

13.流動資産として保有する金融

資産および投資資産の評価額

の調整

         

14.未払利息および類似の費用   (27,067.39) (4,722) (48,354.52) (8,436)
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ａ）関連投資事業に関する

もの
  (16,318.94) (2,847)    

ｂ）その他利息および類似の

費用
  (10,748.45) (1,875) (48,354.52) (8,436)

15.損益に係る税金 12  (6,547,494.15) (1,142,341) (2,688,143.77) (469,000)

16.税引後損益   19,490,444.61  3,400,498  7,756,052.44  1,353,198

17.上記１乃至16に表示されてい

ないその他の税金
12         

18.当期損益   19,490,444.61  3,400,498  7,756,052.44  1,353,198
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カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（ルクセンブルグ）エス・エイ

年次財務書類に対する注記

2024年12月31日終了年度

 

注１．概況

　カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（ルクセンブルグ）エス・エイ（以下「当社」とい

う。）は、2009年９月17日、ルクセンブルグの法律に準拠した「株式会社」（Société Anonyme）として、

存続期間の定めなく設立された。当社は、ルクセンブルグの会社登記簿においてＢ148 258として登録され

ている。

　当社の登記上の事務所は、ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグＬ-2350、ジャン・ピレー通り３に置

かれている。

　当社の定款は、2009年11月４日に、ルクセンブルグ大公国メモリアルＣ第2151号に掲載された。

　2011年12月15日、定款が変更され、2012年２月８日にルクセンブルグ大公国メモリアルＣ第337号に掲載

された。その後、定款は、2016年１月13日、2020年７月20日、および直近では2022年９月７日に変更され

た。

　当社の会計年度は、１月１日に開始し、12月31日に終了する。

　2002年12月19日商事会社法第35条、第36条および第47条に従い、当社は、2024会計年度について中規模

企業として認められている。

　財務書類は、貸借対照表、損益計算書およびそれらに対する注記を含む。

　当社は、2010年12月17日の投資信託に関する法律（改正済）の第15章に基づく管理会社として登録され

ており、ルクセンブルグの2013年７月12日のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律の意味の

範囲内でのオルタナティブ投資ファンド運用会社（以下「ＡＩＦＭ」という。）として承認されている。

　当社の主たる事業目的は、指令2009／65／ＥＣに基づき認可された譲渡性のある証券を投資対象とする

投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」という。）、指令2011／61／ＥＧに基づき認可されたオルタナティブ投資

ファンド（以下「ＡＩＦ」という。）および指令2009／65／ＥＣの適用対象外であるが当社が健全性監督

の対象となるその他の投資信託（以下「ＵＣＩ」という。）、ならびにその他のルクセンブルグ国内外の

投資ビークル（専門投資信託（ＳＩＦ）およびリスク・キャピタルに投資する投資法人（ＳＩＣＡＲ）を

含む。）の運用である。

　当社は、2010年12月17日の投資信託に関する法律（改正済）の第15章の範囲内および2013年７月12日の

オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する法律（改正済）の別表１の範囲内で、上記のＵＣＩＴＳ、

ＵＣＩ、ＡＩＦおよびその他の投資ビークルの管理および販売、ならびにその目的の達成または発展に資

するとみなす業務または措置を実施することができる。

　当社は、2019年４月23日付でアイルランドに支店を設置した。当該支店は、アイルランド会社登記局に

第909136号として登録されている。

　2024年２月１日、当社は、ＧＡＭの第三者運用サービス事業を取得し、当該事業の移管を成功裏に完了

した。

　ルクセンブルグ法で定められた基準に基づき、当社は、2024年12月31日に終了した会計年度について、

連結財務書類および連結経営報告書の作成義務を免除されている。したがって、法令の規定に従い、本財

務書類は非連結ベースで提示されている。

　当社の業績は、当社が属する最小の企業集団であるカーン・グローバル・ファイナンシャル・サービシ

ズ・リミテッド（アイルランドで登録されている。）のグループ決算、および当社が直接の子会社として

属する最大の企業集団である、当社の最終親会社フィールドポート・ホールディングス・リミテッド（ア

イルランドで登録されている。）のグループ決算に連結されている。

EDINET提出書類

ジャパン・ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E31155)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

30/67



注２．会計方針

2.1 　作成の基礎

　財務書類は、継続企業を前提として、取得原価主義に基づくルクセンブルグの法律および規制上の要

件、ならびにルクセンブルグにおいて一般に認められている会計原則に従って作成されている。

　会計方針および評価規則は、2002年12月19日法（2016年８月10日に改正済）において定められたもの

に加え、取締役会によって決定され、適用される。

　財務書類の作成には、特定の重要な会計上の見積りの使用を要する。また、会計方針を適用する過程

においては取締役会による判断が必要とされる。仮定の変更は、当該仮定が変更された期間の財務書類

に重大な影響を与えることがある。取締役会は、基礎となる仮定が適切であり、したがって財務書類が

当社の財政状態および経営成績を公正に表示していると考えている。

　当社は、翌会計年度における資産および負債の報告金額に影響を及ぼす見積りおよび仮定を行ってい

る。見積りおよび判断は継続的に評価され、過去の経験およびその他の要因（状況に応じて合理的と考

えられる将来の事象に関する予測を含む。）に基づいている。

　当社の帳簿はユーロ建てで記帳されている。

 

2.2 　重要な会計方針

　当社が適用する主要な評価規則は、以下のとおりである。

 

2.2.1 　外貨換算

　当社は会計帳簿をユーロ建てで維持しており、財務書類は同通貨建てで表示されている。外貨建ての

取引は、取引日に適用される為替レートでユーロに換算される。

　外貨建ての設立費用および固定資産は、取引日の実勢為替レートで換算される。貸借対照表日現在、

これらの固定資産は引き続き実勢為替レートで換算されている。

　現金預金は貸借対照表日の為替レートで換算される。当該換算から生じる為替差損益は、当会計年度

の損益計算書において計上される。

　外貨建てのその他の資産および負債は、貸借対照表日において適用される為替レートで再評価され

る。したがって、為替差損は直ちに損益計算書において認識される。為替差益は、それらが実現した時

点で損益計算書において認識される。

　資産と負債の間に経済的な関連性がある場合、またはヘッジ関係がある場合には、当該資産および負

債は、前述の原則に従って総合的に評価される。

　外貨建ての収益および費用は、取引日に適用される為替レートでユーロに換算される。為替差益は

「その他の未収利息および類似の収益」とみなされ、為替差損は「未払利息および類似の費用」とみな

される。

 

2.2.2 　無形固定資産

　無形固定資産は、付随費用を含む取得原価または製造原価から、累積評価損失額および関連する評価

額の調整（もしあれば）を控除した金額で評価される。

　無形固定資産が、認識されている累積評価損失額を上回る恒久的な価値の低下を被ったと取締役会が

判断した場合、当該減損を反映するため追加の評価減が計上される。かかる評価額の調整は、評価額の

調整を行う理由が適用されなくなった場合、取り消される。
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 耐用年数（単位：年） 償却率

のれん 5 20.00％

 

2.2.3 　有形固定資産

　有形固定資産は、付随費用を含む取得原価または製造原価から、累積評価損失額を控除した金額で評

価される。

　有形固定資産が、認識されている累積評価損失額を上回る恒久的な価値の低下を被ったと当社が判断

した場合、当該減損を反映するため追加の評価減が計上される。かかる評価額の調整は、評価額の調整

を行う理由が適用されなくなった場合、取り消される。

　評価損失は、資産の見積残存耐用年数にわたり定額法により認識される。適用される償却率は以下の

とおりである。

 

 耐用年数（単位：年） 償却率

工具および機器 3 33.33％

その他の備品 5 20.00％

 

2.2.4 　金融資産

　関連投資事業株式、参加持分および固定資産として保有される証券は、付随費用を含む取得原価から

累積評価調整額を控除した金額と時価のいずれか低い金額で個別に評価される。評価額の調整は、評価

額の調整を行う理由が適用されなくなった場合、停止される。

　金融固定資産が恒久的な価値の下落を被ったと当社が判断した場合、当該損失を反映するため評価減

を計上する。かかる評価額の調整は、評価額の調整を行う理由が存在しなくなった場合、停止される。

　「金融固定資産」に計上される債権は、取得原価から累積評価調整額を控除した金額で評価される。

かかる評価額の調整は、評価額の調整を行う理由が適用されなくなった場合、停止される。

 

2.2.5 　債権

　債権は、その額面価格に相当する取得原価で計上される。評価額の調整は、実現可能価格の見積額が

額面価格よりも低い場合に計上される。かかる評価額の調整は、評価額の調整を行う理由が適用されな

くなった場合、取り消される。

 

2.2.6 　投資資産

　投資資産には、譲渡性のある証券のほか、株式および株式に相当するその他の証券、債券またはその

他証券化された債務の形態への投資が含まれる。

　投資資産は、時価と、付随費用を含み、加重平均価格に基づき算出された取得原価のうち低い方の金

額で評価される。

　投資資産は、財務書類の通貨建てで表示される。

　評価額の調整は、時価が取得原価を下回った場合に計上される。かかる評価額の調整は、評価額の調

整を行う理由が適用されなくなった場合、取り消される。

　時価は、以下のとおりである。

　－証券については、活発な市場における当該証券の最新の入手可能な相場価格。

　－取締役会が貸借対照表日現在の市況および事業上の仮定に基づき誠実に見積もった公正価値。
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2.2.7 　現金預金および手許現金

　現金預金および手許現金は、額面価格で評価された利用可能な現金およびルクセンブルグ国内外の銀

行に保有する預金を指す。

 

2.2.8 　前払金

　前払金には、当会計年度中に支払われたが翌会計年度に関連する費用が含まれる。

 

2.2.9 　引当金

　引当金は、その性質が明確に定義され、かつ、貸借対照表日現在において発生する可能性が高い、ま

たは確実に発生するがその金額や発生日が不確定である損失または債務をカバーすることを目的とする

ものである。

 

2.2.10　債務

　債務は、その償還価格で計上される。

　返済すべき金額が受領金額を上回る場合、その差額は債務発行時に損益計算書において計上される。

 

2.2.11　繰延収益

　繰延収益は、当会計年度中に受領したが翌会計年度に関連する収益を含む。

 

2.2.12　損益合計

　損益合計は、サービスの売却により生じる金額から、当社の通常の業務に該当するその他の外部費用

を控除した金額から成る。

 

EDINET提出書類

ジャパン・ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E31155)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

33/67



 

注３．無形固定資産

　無形固定資産の当年度中の変動は、以下のとおりである。

 

のれん

前渡金および開発

中の無形固定資産 合計

 （単位：ユーロ）（単位：ユーロ）（単位：ユーロ）

2023年12月31日現在の総額 0.00 604,602.33 604,602.33

当年度中の増加 2,610,354.57 0.00 2,610,354.57

当年度中の処分 0.00 0.00 0.00

当年度中の移転 604,602.33 (604,602.33) 0.00

2024年12月31日現在の総額 3,214,956.90 0.00 3,214,956.90

    

2023年12月31日現在の累積評価調整額 0.00 0.00 0.00

当年度中の配分 (660,480.25) 0.00 (660,480.25)

当年度中の取消し 0.00 0.00 0.00

2024年12月31日現在の累積評価調整額 (660,480.25) 0.00 (660,480.25)

    

2023年12月31日現在の純帳簿価額 0.00 604,602.33 604,602.33

    
    
2024年12月31日現在の純帳簿価額 2,554,476.65 0.00 2,554,476.65
    
 

注４．有形固定資産

　有形固定資産の当年度中の変動は、以下のとおりである。

 その他の備品、工具

および機器

 

合計

 （単位：ユーロ） （単位：ユーロ）

2023年12月31日現在の総額 1,950,772.66 1,950,772.66

当年度中の増加 72,489.65 72,489.65

当年度中の処分 0.00 0.00

2024年12月31日現在の総額 2,023,262.31 2,023,262.31

   

2023年12月31日現在の累積評価調整額 (436,751.77) (436,751.77)

当年度中の配分 (393,887.32) (393,887.32)

当年度中の取消し 0.00 0.00

2024年12月31日現在の累積評価調整額 (830,639.09) (830,639.09)

   

2023年12月31日現在の純帳簿価額 1,514,020.89 1,514,020.89

   
   
2024年12月31日現在の純帳簿価額 1,192,623.22 1,192,623.22
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注５．金融資産

　金融資産の当年度中の変動は、以下のとおりである。

 固定資産として

保有する

投資資産 その他の貸付金 合計

 (単位：ユーロ) (単位：ユーロ) (単位：ユーロ)

2023年12月31日現在の総額 0.00 257,936.55 257,936.55

当年度中の増加 959.90 3,000.00 3,959.90

当年度中の処分 0.00 0.00 0.00

2024年12月31日現在の総額 959.90 260,936.55 261,896.45

    

2023年12月31日現在の累積評価調整額 0.00 0.00 0.00

当年度中の配分 0.00 0.00 0.00

当年度中の取消し 0.00 0.00 0.00

2024年12月31日現在の累積評価調整額 0.00 0.00 0.00

    

2023年12月31日現在の純帳簿価額 0.00 257,936.55 257,936.55

    
    
2024年12月31日現在の純帳簿価額 959.90 260,936.55 261,896.45
    
 

　その他の貸付金は、保証金に関するものである。

 

注６．債権

　2024年12月31日現在、債権は以下から構成される。

 

 2024年12月31日 2023年12月31日

 （単位：ユーロ） （単位：ユーロ）

売掛金 34,403,512.18 18,756,660.30

売掛金 34,403,512.18 18,756,660.30

関連投資事業に対する債権 1,020,285.97 192,789.43

関連投資事業に対する債権 1,020,285.97 192,789.43

その他の債権 300.00 0.00

その他の債権 300.00 0.00

合計 35,424,098.15 18,949,449.73

 

　売掛金は、2024会計年度に関連する手数料収益に関するものである。
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注７．投資資産

　2024年12月31日現在、投資資産は以下から構成される。

2024年12月31日 2023年12月31日
（単位：ユーロ） （単位：ユーロ）

その他の投資資産 54,867,743.38 10,014,630.12
JPモルガン・マネー・マーケット・ファンド 54,867,743.38 10,014,630.12

合計 54,867,743.38 10,014,630.12
 
　　次へ

EDINET提出書類

ジャパン・ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E31155)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

36/67



注８．資本および準備金

　当年度において、株主資本の変動は、以下のとおりである。

 

発行済

資本金
資本剰余金勘定法定準備金

その他の

準備金
前期繰越損益 当期損益 合計

（単位：

ユーロ）

（単位：ユー

ロ）

（単位：

ユーロ）

（単位：ユー

ロ）

（単位：ユー

ロ）

（単位：ユー

ロ）

（単位：ユー

ロ）

2023

年12

月31

日

625,000.00 15,185,000.00 62,500.00 2,171,100.00 12,319,905.25 7,756,052.44 38,119,557.69

前

年

度

の

利

益

の

配

分

   952,975.00 6,803,077.44 (7,756,052.44) 0.00

配

当

金

の

分

配

    (12,000,000.00) (12,000,000.00)

当

期

損

益

     19,490,444.61 19,490,444.61

2024

年12

月31

日

625,000.00 15,185,000.00 62,500.00 3,124,075.00 7,122,982.69 19,490,444.61 45,610,002.30

 

発行済資本金

　2024年12月31日現在、当社の発行済資本金は625,000.00ユーロであり、額面価格100.00ユーロの株式

6,250株で構成される。資本金は全額払い込み済みである。

　2024年12月31日現在、当社は自己株式を保有していない。

 

資本剰余金勘定

　2024年12月31日現在の資本剰余金勘定は15,185,000.00ユーロであり、2024会計年度および2023会計年度

において変動はなかった。

 

法定準備金

　2024年12月31日現在、法定準備金は62,500.00ユーロである。当社は、この準備金が発行済資本金の10％

と等しくなるまで、年間純利益の５％以上を法定準備金に充当しなければならない。この準備金を分配す

ることはできない。

　法定準備金は全額充当済みである。
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その他の準備金

　ルクセンブルグ純資産税法第８条ａに基づき、当社は、純資産税の減額分の５倍の金額に相当する金額

を控除対象外準備金に充当することにより、純資産税の納税債務を減額する。この準備金は、純資産税が

減額された年度の翌年度から５年間は分配することができない。

 

配当金の分配

　当年度において、当社は12,000,000.00ユーロの配当金を分配した（前年度：0.00ユーロ）。

　　次へ
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注９．引当金

　2024年12月31日現在、引当金は以下から構成される。

 2024年12月31日 2023年12月31日

（単位：ユーロ） （単位：ユーロ）

その他の引当金 97,896.83 20,438.12

合計 97,896.83 20,438.12

 

　その他の引当金は、年金引当金の発生に関するものである。

 

注10．債務

　2024年12月31日現在、当社の債務のうち支払期日が到来している金額の内訳は以下のとおりである。

 

１年以内

１年超

５年以内 ５年超 2024年12月31日 2023年12月31日

(単位：ユーロ) (単位：ユーロ) (単位：ユーロ) (単位：ユーロ) (単位：ユーロ)

買掛金 45,315,228.16 0.00 0.00 45,315,228.16 798,018.43

関連投資事業に対

する債務
5,976,264.36 0.00 0.00 5,976,264.36 2,239,173.75

税務当局 7,132,303.24 0.00 0.00 7,132,303.24 2,528,399.90

社会保険当局 942,190.94 0.00 0.00 942,190.94 621,076.58

その他の債務 1,484,372.20 0.00 0.00 1,484,372.20 1,513,865.00

合計 60,850,358.90 0.00 0.00 60,850,358.90 7,700,533.66

 

注11．人件費

　2024年12月31日現在、当社の従業員数は、平均で163.00名であった（前年度：142.00名）。種類別の内

訳は以下のとおりである。

 2024年12月31日 2023年12月31日

従業員 163.00 142.00

合計 163.00 142.00

 

注12．税金

　当社はルクセンブルグで適用される税規制の適用を受ける。

 

ピラー２

　グループの評価の結果、当社は、欧州連合における多国籍企業集団および大規模な国内企業集団に対す

る世界的な最低課税水準に関する欧州指令2022／2523をルクセンブルグ法に組み込んだ、「ピラー２」に

関する2023年12月22日法の適用対象外である。

 

注13．関連当事者取引

　当会計年度において、関連当事者との間で締結されたすべての取引は契約に基づいて行われた。

 

注14．経営陣および監督機関の構成員に対する貸付けおよび融資

　2024年12月31日に終了した年度において、経営陣の構成員に対する貸付けまたは融資は行われていな

い。
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注15．簿外コミットメント

　2024年12月31日現在、当社は、自動車リース契約に関する簿外コミットメント359,009.77ユーロ（2023

年：200,820.04ユーロ）、および賃貸契約に関する簿外コミットメント2,210,389.73ユーロ（2023年：

1,018,628.49ユーロ）を有している。

 
注16．後発事象

　2025年３月28日、取締役会は、直接の親会社であるカーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ

（アイルランド）リミテッドに対する15,000,000.00ユーロの配当金の分配を承認することを決議した。

　2025年３月27日、グレン・ソープは取締役を退任した。

　貸借対照表日以降に発生した後発事象で、財務書類における認識または開示が必要となるものはなかっ

た。
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４　利害関係人との取引制限

＜訂正前＞

（前略）

　管理会社およびすべての業務提供者は、利益相反を回避するために合理的な努力を尽くすものとし、

これが不可能であることが判明した場合には、管理会社およびすべての業務提供者は、トラストが公正

かつ正当な方法により取り扱われることを確保する。管理会社の利益相反に関する方針は、ウェブサイ

ト（https://www.jfml.lu/policies.html）において入手可能である。

 

＜訂正後＞

（前略）

　管理会社およびすべての業務提供者は、利益相反を回避するために合理的な努力を尽くすものとし、

これが不可能であることが判明した場合には、管理会社およびすべての業務提供者は、トラストが公正

な方法により取り扱われることを確保する。管理会社の利益相反に関する方針は、ウェブサイト

（https://www.jfml.lu/policies.html（2025年12月１日付でhttps://www.carnegroup.com/policies/に

変更される。））において入手可能である。

 

第２　その他の関係法人の概況
 

１　名称、資本金の額及び事業の内容

＜訂正前＞

（前略）

(2) ルクセンブルグみずほ信託銀行（「保管受託銀行」、「会社事務・支払事務・管理事務代行会社」

および「登録・名義書換事務代行会社」）

（Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.）

①　資本金の額

　2025年１月末日現在、105百万米ドル（約162億円）

②　事業の内容

　証券の保管にかかる各種業務、投資信託管理にかかる各種業務、持株会社に対する税法上の特典

を利用した資金運用会社の設立およびその運用に関連する各種業務の代行、ユーロ債発行にかかる

各種代理業務、ならびに一般銀行業務および外国為替業務を行っている。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

(2) ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店（「保管受託

銀行」、「会社事務・支払事務・管理事務代行会社」および「登録・名義書換事務代行会社」）

（State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch）

①　資本金の額

　該当事項なし。ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨの払込済み資本金

の額は、2024年12月31日現在、3,892,023,275.53ユーロ（約6,790億4,130万円）である。

②　事業の内容

　ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店は、2009年

10月1日に設立され、あらゆる種類の銀行業務を行い、また金融サービスおよびその他の関連する業

務の提供を行っている。

③　異動の年月日

　2025年11月４日

④　異動の理由

EDINET提出書類

ジャパン・ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E31155)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

56/67



　ルクセンブルグみずほ信託銀行が、ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂ

Ｈに吸収合併され、その後直ちに、ルクセンブルグみずほ信託銀行の資産および負債がステート・

ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店に割り当てられたため。

（後略）

 

２　関係業務の概要

＜訂正前＞

（前略）

(2) ルクセンブルグみずほ信託銀行（「保管受託銀行」、「会社事務・支払事務・管理事務代行会社」

および「登録・名義書換事務代行会社」）

（中略）

　保管受託銀行の権利および義務は、2010年法、ＡＩＦＭ法ならびに免除、一般的業務条件、保管受

託銀行、レバレッジ、透明性および監督に関する欧州議会および理事会による指令2011／61／ＥＵを

補足する2011年６月８日付委員会委任規則（ＥＵ）No.231／2013、ならびに保管受託銀行と管理会社

との間で締結された契約（以下「保管契約」という。）に準拠する。

　保管受託銀行は、(ⅰ）ＡＩＦＭ法第19条(8)に従ったトラスト資産の安全な保管、(ⅱ）ＡＩＦＭ法

第19条(7)に従ったトラストおよびそのポートフォリオの現金のモニタリング、ならびに(ⅲ）とりわ

け以下を含むＡＩＦＭ法第19条(9)に規定される追加の監督業務について責任を負う。

(a) トラストによってまたはトラストのために実行された受益証券の販売、発行および買戻しが2010

年法、ＡＩＦＭ法、約款および英文目論見書に従って行われることを確保すること、

(b) トラストの受益証券の価額が2010年法、ＡＩＦＭ法、約款、英文目論見書およびＡＩＦＭＤ第19

条に従いトラストに関し採用された評価手続に従って計算されることを確保すること、

(c) 2010年法、ＡＩＦＭ法、その他の適用のある法律、約款および英文目論見書に抵触しない限り、

ＡＩＦＭの指示を実行すること、

(d) トラストの資産に関わる取引において、対価が通常の期限内にトラストに送金されることを確保

すること、および

(e) トラストの収益が2010年法、ＡＩＦＭ法、その他の適用のある法律、約款および英文目論見書に

従って充足されることを確保すること。

　保管受託銀行は、ＡＩＦＭＤに規定されるとおり、保管受託銀行の保管職務の一環として保管して

いたトラストの金融商品の喪失について、（保管受託銀行がかかる金融商品に関する保管職務を委託

していたか否かに関わらず）トラストに対し責任を負う。ただし、かかる責任が代理機関に移行し免

責されていた場合には、この限りではない（かかる免責は受益者に通知される。）。保管受託銀行

は、かかる責任を負う場合、金融商品の喪失についてトラストの資産から補償を受けない。

　保管受託銀行は、一部の投資対象について自らの保管職務を履行することを委託する書面による契

約を締結している（具体的な関連情報は要請に応じて入手することができる。）。保管受託銀行の責

任は、自らが保管職務を第三者に委託していることにより原則として影響を受けない。

　保管受託銀行が副保管銀行を任命する場合、あらゆる損失責任の免除の可能性、プライム・ブロー

カーの任命および資産の再利用の可能性が、ポートフォリオの別紙および保管契約（ならびに／また

はこれらに関する運用説明書）に明記される。

　保管保有する金融商品が喪失した場合、保管受託銀行は、同じ種類の金融商品または相当する金額

を遅滞なくトラストに返還する。ただし、当該喪失が保管受託銀行の合理的な管理を超えた外部的事

象によるものであり、これに反するあらゆる合理的努力にかかわらずその結果が避けられないもので

あった場合を除く。

　通常の業務過程の一環として、保管受託銀行または保管代理人は、随時、保管および関連業務の提

供につき、他の顧客、ファンドまたはその他の第三者との間に取決めを締結することができる。かか

る取決めは、保管受託銀行または保管代理人がトラスト、受益者または管理会社との間に利益相反を

有する状態を発生させることがある。
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　保管受託銀行は、(ⅰ）本項に記載する利益相反を含む何らかの利益相反が保管受託銀行とトラス

ト、受益者または管理会社との間に生じた場合には、自らの保管職務の履行が、職務上および序列

上、その他の潜在的に相反する職務と分離すること、および、(ⅱ）何らかの利益相反が保管代理人と

トラスト、受益者または管理会社との間に生じた場合には、保管代理人の保管職務の履行が、職務上

および序列上、その他の潜在的に相反する職務と分離することを確保する。保管受託銀行は常に適用

法に基づく自らの義務を考慮する。

　また、ルクセンブルグみずほ信託銀行は、(ⅰ）登録・名義書換事務代行会社、(ⅱ）会社事務代行

会社および（ⅲ）管理事務代行会社として、（ａ）ルクセンブルグ法により要求される一般的な管理

事務（顧客対応を含む。）の遂行、（ｂ）ファンド証券の発行および買戻しの手続、ファンドの受益

証券の純資産価格の計算ならびに（ｃ）会計帳簿の維持にも責任を負う。

　ルクセンブルグみずほ信託銀行はまた、トラストの支払事務代行会社としても行為する。

　いずれの業務についても、管理事務代行会社から他の法人への委託は行われていない。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

(2) ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店（「保管受託

銀行」、「会社事務・支払事務・管理事務代行会社」および「登録・名義書換事務代行会社」）

（中略）

　保管受託銀行の権利および義務は、2010年法、ＡＩＦＭ法およびＡＩＦＭレギュレーション、なら

びに保管受託銀行とＡＩＦＭとの間で締結された契約（以下「保管契約」という。）に準拠する。

　保管受託銀行には、主に以下の業務が委託されている。

(a）受益証券の販売、発行、買戻し、償還および消却が適用のある法律および約款に従って行われる

ことを確保すること、

(b）受益証券の価額が適用のある法律および約款に従って計算されることを確保すること、

(c）適用のある法律および約款に抵触しない限り、ＡＩＦＭの指示を実行すること、

(d）トラストの資産に関わる取引において、対価が通常の期限内に送金されることを確保すること、

(e）トラストの収益が適用のある法律および約款に従って充足されることを確保すること、

(f）トラストの現金およびキャッシュ・フローを監視すること、ならびに

(g）預かり保管する金融商品の保管、ならびにその他の資産に関する所有権の確認および記録管理を

行うこと。

　保管受託銀行は、その義務を遂行するにあたり、誠実に、公正に、専門的に、かつ独立して、トラ

ストおよびその受益者の利益のために行為するものとする。

　ＡＩＦＭＤおよびＡＩＦＭレギュレーションのとりわけ第100条に従って預かり保管する金融商品が

喪失したものとみなされる場合、保管受託銀行は、同じ種類の金融商品または相当する金額を不当な

遅滞なくトラストのために行為するＡＩＦＭに返還する。

　保管受託銀行は、(ⅰ）預かり保管する金融商品の喪失が保管受託銀行の合理的な支配を超えた外部

的事象によるものであり、これに反するＡＩＦＭＤに基づくあらゆる合理的努力にかかわらずその結

果が避けられないものであることが証明できる場合、または(ⅱ）ＡＩＦＭ法第19条(13)に従い、もし

くは第三国の法令により特定の金融商品につき現地法人による保管が要求され、かつＡＩＦＭ法第19

条(11)の委託要件を満たす現地法人が存在しない場合はＡＩＦＭ法第19条(14)に定める条件に従い、

契約上その責任を履行した場合には、責任を負わない。

　預かり保管する金融商品等が喪失した場合、受益者は、補償の重複または受益者間の不平等な取扱

いが生じない限り、直接的またはＡＩＦＭを通じて間接的に保管受託銀行の責任を追及することがで

きる。

　保管受託銀行は、保管契約の条項に基づくその義務の適正な遂行を理由として保管受託銀行が被っ

たまたは負担したすべての責任について、ＡＩＦＭによりトラストの資産から補償を受ける。ただ
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し、当該責任が保管受託銀行の重過失もしくは故意の不履行に起因する場合、または当該補償がＡＩ

ＦＭＤの強行規定に反する場合はこの限りではない。

　保管受託銀行は、ＡＩＦＭＤに従いその義務を適正に履行するにあたり、保管受託銀行の重過失ま

たは故意の不正行為によりトラストが被ったその他すべての損失について、トラストに対して責任を

負う。

　保管受託銀行は、その義務および責務の履行または不履行に起因または関連して生じた結果的、間

接的または特別な損害または損失について責任を負わない。

　保管受託銀行は、その保管業務の全部または一部を委託する完全な権限を有するが、保管する資産

の全部または一部を第三者に委託したという事実によってその責任が影響を受けることはない。保管

受託銀行の責任は、保管契約に基づく保管業務の委託によって影響を受けることはない。

　保管受託銀行は、業務上生じ得るすべての利益相反を特定、評価、記録および管理するために必要

な基準を定めたグローバル・ポリシーを実施している国際的な企業グループ（以下「ステート・スト

リート」という。）の一員である。保管受託銀行を含むステート・ストリートの各事業部門は、顧客

への役務提供または責務の遂行に関連して当該事業部門内で生じ得る組織的な利益相反を特定および

管理することを目的とした利益相反プログラムを策定し維持する責任を負う。

　保管受託銀行、その義務、発生し得る利益相反、保管受託銀行が委託した保管業務、委託先および

再委託先の一覧、ならびにかかる委託から生じ得る利益相反に関する最新の情報は、受益者の請求に

応じて提供される。

　また、ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店（以下

「管理事務代行会社」という。）は、(ⅰ）登録・名義書換事務代行会社、(ⅱ）会社事務代行会社

（および(ⅲ）管理事務代行会社の責務を、ＡＩＦＭとステート・ストリート・バンク・インターナ

ショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店との間の管理事務代行契約（以下「管理事務代行契約」とい

う。）の条項に従って、委任されている。

　ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店は、ルクセン

ブルグにおいて、ＣＳＳＦにより、譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託およびオルタナティ

ブ投資ファンドの管理事務代行会社として行為することを認可されている。

　管理事務代行会社は、管理事務代行契約に基づき、受益証券の発行、償還、名義書換、会計および

評価、受益証券の純資産価格の算定ならびに顧客との連絡を含む、ルクセンブルグ法によりトラスト

に関して必要とされるすべての事務的な業務に責任を負う。

　管理事務代行会社は、重過失、故意の不履行または悪意がない限り、管理事務代行会社がその義務

を遂行する過程におけるまたは遂行に関連する作為または不作為について、トラストまたは受益者に

対して責任を負わない。トラストは、管理事務代行会社が英文目論見書に基づく義務または責務を履

行するに際して、管理事務代行会社に対して課され、もしくは管理事務代行会社が被り、または管理

事務代行会社に対して主張され得る、あらゆる種類または性質の責任、債務、損失、損害、罰金、訴

訟、判決、訴訟手続、費用、経費その他支出の一切（管理事務代行会社側の重過失、故意の不履行ま

たは悪意に起因するものを除く。）につき、管理事務代行会社または管理事務代行会社が選任した者

を免責し補償することに同意している。

　管理事務代行会社は、ファンドの投資に関する意思決定の裁量を有しない。管理事務代行会社はト

ラストに対する業務提供者であり、英文目論見書の作成やトラストの活動について責任を負わず、し

たがって英文目論見書に記載された情報の正確性について責任を負わない。

　管理事務代行契約は、ＡＩＦＭまたは管理事務代行会社のいずれかによって、３か月以上前（もし

くは当事者が書面により合意したより短い期間）の通知をもって（または管理事務代行契約の特定の

違反がある場合にはそれより早期に）、終了することができる。

　管理事務代行会社は、受益証券の申込手続の取扱いおよび受益証券の名義書換または買戻しの対応

（いずれについても約款に従う。）につき、責任を負う。

　更に、管理事務代行会社は、登録・名義書換事務代行会社として、資金の移転を受け付け、受益者

名簿を維持し、明細書、報告書、通知その他の文書を受益者に送付する手配を行い、各受益証券に関

するコミットメントおよび拠出資本の記録を維持する。
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　ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店は、トラスト

の支払事務代行会社としても行為する。

　管理事務代行会社は、その責任において、一または複数の職務の遂行を一または複数の第三者の業

務提供者に委託することができる。

（後略）

 

別紙

＜訂正前＞

内部与信特性評価手続

（中略）

内部与信特性評価の概要

（中略）

ⅱ）委員会委任規則（ＥＵ）2018／990第５条に規定する以下の基準による、商品の発行体に関する定性的

指標

（中略）

(g) （関連する場合には）サブ・ファンドの特定の投資ポートフォリオに適している場合、ＥＳＭＡ

に登録されておりかつ管理会社が選定した格付機関によって商品の発行体に対して付与された格付

または格付見通しの分析

（中略）

　ＩＣＱＡＰは、投資運用会社が米ドル・ポートフォリオのために投資する（または獲得したいと考える）

商品および発行体の信用の質を評価するために体系的に適用される。ＭＭＦ規則第10条(3)の規定に該当する

ＭＭＩを除き、良好な評価を得た短期金融商品のみが、ポートフォリオに組み入れられ、または逆買戻し条

件付契約の一環で担保として受け入れられる。米ドル・ポートフォリオの信用リスク特性に照らして、発行

体の信用力および短期金融商品の信用の質が管理会社により十分であると判断された場合、内部与信特性評

価において良好な結果が得られる。

（中略）

ＩＣＱＡＰのために実施されている運用枠組みの説明

実施されている管理会社の内部与信特性評価およびプロセス

（中略）

　ＩＣＱＡＰの適用にあたり管理会社が使用したデータは量的に十分かつ最新のものであり、とりわけ、以

下の包括的ではないリストのものを含む、信頼できる様々なソースから収集されている。

－　ブルームバーグおよびＩＣＥデータ・サービシズ等の大手財務情報提供業者（特に短期金融商品また

は債務証券の市場データ、価格設定および特性、クレジット・デフォルト・スワップの価格設定情

報、財務指標、発行体に関する財務情報、格付ならびに格付見通し等について）

（中略）

発行体のホワイトリスト

（中略）

　ホワイトリストは、一度作成されると、管理会社のリスク管理チームが維持する。ホワイトリストについ

ては、少なくとも月１回は見直しが行われ、必要に応じて更新される。ホワイトリストの作成後に新たな発

行体が追加される場合には、投資運用会社の要請により行われ、前記と同じ承認プロセスに従うものとす

る。前記の条件をすべて満たさなくなった発行体は、ホワイトリストから除外される。トラストのホワイト

リストは、ウェブサイト（https://www.jfml.lu/mmfr.html）において入手可能である。

（後略）

 

＜訂正後＞

内部与信特性評価手続

（中略）

内部与信特性評価の概要
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（中略）

ⅱ）委員会委任規則（ＥＵ）2018／990第５条に規定する以下の基準による、商品の発行体に関する定性的

指標

（中略）

(g) （関連する場合には）ファンドの特定の投資ポートフォリオに適している場合、ＥＳＭＡに登録

されておりかつ管理会社が選定した格付機関によって商品の発行体に対して付与された格付または

格付見通しの分析

（中略）

　ＩＣＱＡＰは、投資運用会社が米ドル・ポートフォリオのために投資する（または獲得したいと考える）

商品および発行体の信用の質を評価するために体系的に適用される。ＭＭＦ規則第10条(3)の規定に該当する

ＭＭＩを除き、良好な評価を得た短期金融商品のみが、ファンドに組み入れられ、または逆買戻し条件付契

約の一環で担保として受け入れられる。米ドル・ポートフォリオの信用リスク特性に照らして、発行体の信

用力および短期金融商品の信用の質が管理会社により十分であると判断された場合、内部与信特性評価にお

いて良好な結果が得られる。

（中略）

ＩＣＱＡＰのために実施されている運用枠組みの説明

実施されている管理会社の内部与信特性評価およびプロセス

（中略）

　ＩＣＱＡＰの適用にあたり管理会社が使用したデータは量的に十分かつ最新のものであり、とりわけ、以

下の包括的ではないリストのものを含む、信頼できる様々なソースから収集されている。

－　ブルームバーグおよびロンドン証券取引所グループ・ピーエルシー等の大手財務情報提供業者（特に

短期金融商品または債務証券の市場データ、価格設定および特性、クレジット・デフォルト・スワッ

プの価格設定情報、財務指標、発行体に関する財務情報、格付ならびに格付見通し等について）

（中略）

発行体のホワイトリスト

（中略）

　ホワイトリストは、一度作成されると、管理会社のリスク管理チームが維持する。ホワイトリストについ

ては、少なくとも月１回は見直しが行われ、必要に応じて更新される。ホワイトリストの作成後に新たな発

行体が追加される場合には、投資運用会社の要請により行われ、前記と同じ承認プロセスに従うものとす

る。前記の条件をすべて満たさなくなった発行体は、ホワイトリストから除外される。トラストのホワイト

リストは、ウェブサイト（https://www.jfml.lu/mmfr.html（2025年12月１日付で

https://jfml.fundsdata.carnegroup.com/に変更される。））において入手可能である。

（後略）
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独立監査人の報告書

 

カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（ルクセンブルグ）エス・エイの単独株主　御中

ルクセンブルグ　Ｌ－2350

ジャン・ピレー通り３

 

意見

 

　我々は、カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（ルクセンブルグ）エス・エイ（以下「当

社」という。）の2024年12月31日現在の貸借対照表および同日に終了した年度の要約損益計算書ならび

に重要な会計方針の要約を含む財務書類に対する注記で構成される財務書類を監査した。

 

　我々は、財務書類の作成および表示に関してのルクセンブルグの法律および規則の要求に従って、こ

れらの財務書類は、当社の2024年12月31日現在の財政状態および同日に終了した年度の運用成績を、真

実かつ適正に表示しているものと認める。

 

意見の根拠

 

　我々は、監査業務に関する2016年７月23日付の法律（以下「2016年７月23日法」という。）および

「金融監督委員会（以下「ＣＳＳＦ」という。）」によりルクセンブルグで採用された国際監査基準

（以下「ＩＳＡｓ」という。）に従って監査を行った。2016年７月23日法およびＣＳＳＦによりルクセ

ンブルグで採用されたＩＳＡｓの下での我々の責任については、我々の報告書中の「財務書類に関する

監査人の責任」の項において詳述されている。我々はまた、ＣＳＳＦによりルクセンブルグで採用され

ている国際会計士倫理基準審議会が発行する専門的会計士の国際倫理規程（国際独立性基準を含む。）

（以下「ＩＥＳＢＡ規程」という。）および我々による財務書類の監査に関連する倫理的要件に従っ

て、当社から独立の立場にあり、これらの倫理要件に従って他の倫理的な義務も果たしている。我々

は、入手した監査証拠が我々の意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断している。

 

財務書類に対する取締役会の責任

 

　取締役会は、財務書類の作成および表示に関してのルクセンブルグの法律および規則の要求に準拠し

た財務書類の作成および公正な表示について、ならびに不正によるか誤謬によるかを問わず、重大な虚

偽記載のない財務書類の作成を可能にするために必要であると取締役会が判断する内部統制について、

責任を負っている。

 

　財務書類の作成において、取締役会は、当社が継続企業として存続する能力を評価し、継続企業の前

提に関する事象を適宜開示し、継続企業の前提の会計基準を使用する責任を負う。ただし、取締役会が

当社の解散もしくは事業の中止を意図している、または現実的にその他に選択肢がない場合を除く。
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財務書類の監査に関する監査人の責任

 

　我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重大な虚偽記

載がないかどうかにつき合理的な確信を得ること、および我々の意見を含む監査人による報告書を発行

することにある。合理的な確信は高い程度の確信ではあるが、重大な虚偽記載が存在する場合に、2016

年７月23日法およびＣＳＳＦによりルクセンブルグで採用されたＩＳＡｓに準拠して実施される監査が

常にそれを発見するという保証ではない。虚偽記載は、不正または誤謬により生じることがあり、個々

にまたは全体として、かかる財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に

予想される場合に、重大と思料される。

 

　2016年７月23日法およびＣＳＳＦによりルクセンブルグで採用されたＩＳＡｓに準拠した監査の一環

として、監査全体を通じて、我々は専門的判断を下し、専門的懐疑心を保持する。また、以下も実行す

る。

 

・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクを認識および評

価し、かかるリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎を提供す

るのに十分かつ適切な監査証拠を得る。不正は共謀、偽造、意図的な遺漏、不正表示または内部統制

の無効化を伴うことがあるため、不正に起因する重大な虚偽記載を見逃すリスクは、誤謬に起因する

場合より高い。

 

・状況に適した監査手続を策定するために監査に関する内部統制についての知識を獲得する。ただし、

当社の内部統制の有効性についての意見を表明することを目的とするものではない。

 

・使用される会計方針の適切性ならびに取締役会により行われた会計見積りおよび関連する開示の合理

性を評価する。

 

・取締役会による継続企業の前提の会計基準の使用の適切性、および入手した監査証拠に基づき継続企

業として存続する当社の能力に重大な疑いを投げかけることがある事象または状況について重大な不

確実性が存在するかどうか結論を下す。重大な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々

は、財務書類における関連する開示につき我々の監査人による報告書において注意を喚起する必要が

あり、また当該開示が不十分であった場合には、我々の意見を修正する必要がある。我々の結論は、

監査人による報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況によ

り、当社が継続企業として存続しなくなることがある。

 

・開示を含む財務書類の全体的な表示、構造および内容について評価し、また、財務書類が、適正表示

を達成する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
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　我々は、取締役会と、とりわけ、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に認識

した内部統制における重大な不備を含む重要な監査所見に関してコミュニケーションをとる。

 

アーンスト・アンド・ヤング

ソシエテ・アノニム

公認の監査法人

 

［署名］

ニコラス・バニエ

 

ルクセンブルグ、2025年３月28日

 

 

　　次へ
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Independent auditor's report

 

To the Sole Shareholder of

Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

3, rue Jean Piret

L-2350 Luxembourg

 

Opinion

 

We have audited the financial statements of Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

(the "Company"), which comprise the balance sheet as at 31 December 2024, and the abridged

profit and loss account for the year then ended, and the notes to the financial statements

including a summary of significant accounting policies.

 

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the

financial position of the Company as at 31 December 2024, and of the results of its

operations for the year then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory

requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.

 

Basis for Opinion

 

We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession

(the "Law of 23 July 2016") and with International Standards on Auditing ("ISAs") as adopted

for Luxembourg by the "Commission de Surveillance du Secteur Financier" ("CSSF"). Our

responsibilities under the Law of 23 July 2016 and ISAs as adopted for Luxembourg by the

CSSF are further described in the "responsibilities of the "réviseur d'entreprises agréé"

for the audit of the financial statements" section of our report. We are also independent of

the Company in accordance with the International Code of Ethics for Professional

Accountants, including International Independence Standards, issued by the International

Ethics Standards Board for Accountants ("IESBA Code") as adopted for Luxembourg by the CSSF

together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial

statements, and have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical

requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and

appropriate to provide a basis for our opinion.

 

Responsibilities of the Board of Directors for the financial statements

 

The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these

financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements

relating to the preparation and presentation of the financial statements, and for such

internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation

of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or

error.
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In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing

the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters

related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of

Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no

realistic alternative but to do so.

 

Responsibilities of the "réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial

statements

 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as

a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a

report of the "réviseur d'entreprises agréé" that includes our opinion. Reasonable assurance

is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance

with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always

detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error

and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be

expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial

statements.

 

As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for

Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional

skepticism throughout the audit. We also:

 

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,

whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those

risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for

our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is

higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,

intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

 

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit

procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of

expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.

 

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of

accounting estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
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- Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of

accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty

exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's

ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists,

we are required to draw attention in our report of the "réviseur d'entreprises agréé" to

the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are

inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence

obtained up to the date of our report of the "réviseur d'entreprises agréé". However,

future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

 

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,

including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying

transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

 

We communicate with the Board of Directors regarding, among other matters, the planned scope

and timing of the audit and significant audit findings, including any significant

deficiencies in internal control that we identify during our audit.

 

 Ernst & Young

Société anonyme

Cabinet de révision agréé

 

 Nicolas Bannier

 

Luxembourg, 28 March 2025

 

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は管理会社が別

途保管している。
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